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第４回智頭町議会定例会会議録 

 

平成２６年１２月１０日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第 ９６号 専決処分について 

 第 ５．議案第 ９７号 平成２６年度智頭町一般会計補正予算（第６号） 

 第 ６．議案第 ９８号 平成２６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予 

             算（第２号） 

 第 ７．議案第 ９９号 平成２６年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

 第 ８．議案第１００号 平成２６年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予 

             算（第３号） 

 第 ９．議案第１０１号 平成２６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

 第１０．議案第１０２号 智頭町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 

             る基準を定める条例の制定について 

 第１１．議案第１０３号 智頭町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

             を定める条例の制定について 

 第１２．議案第１０４号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正について 

 第１３．議案第１０５号 智頭町消防団本町分団屯所の設置及び管理に関する条 

             例の一部改正について 

 第１４．議案第１０６号 智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例の 

             一部改正について 

 第１５．議案第１０７号 智頭町特定教育・保育施設の運営に関する基準を定め 

             る条例の一部改正について 

 第１６．議案第１０８号 智頭町国民健康保険条例の一部改正について 

 第１７．議案第１０９号 鳥取市と智頭町との定住自立圏の形成に関する協定の 

             変更について 
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 第１８．議案第１１０号 字の区域の変更について 

 第１９．陳情について 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第 ９６号 専決処分について 

 第 ５．議案第 ９７号 平成２６年度智頭町一般会計補正予算（第６号） 

 第 ６．議案第 ９８号 平成２６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予 

             算（第２号） 

 第 ７．議案第 ９９号 平成２６年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

 第 ８．議案第１００号 平成２６年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予 

             算（第３号） 

 第 ９．議案第１０１号 平成２６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

 第１０．議案第１０２号 智頭町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 

             る基準を定める条例の制定について 

 第１１．議案第１０３号 智頭町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

             を定める条例の制定について 

 第１２．議案第１０４号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正について 

 第１３．議案第１０５号 智頭町消防団本町分団屯所の設置及び管理に関する条 

             例の一部改正について 

 第１４．議案第１０６号 智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例の 

             一部改正について 

 第１５．議案第１０７号 智頭町特定教育・保育施設の運営に関する基準を定め 

             る条例の一部改正について 

 第１６．議案第１０８号 智頭町国民健康保険条例の一部改正について 

 第１７．議案第１０９号 鳥取市と智頭町との定住自立圏の形成に関する協定の 

             変更について 
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 第１８．議案第１１０号 字の区域の変更について 

 第１９．陳情について 

 

１．会議に出席した議員（１２名） 

    １番 大河原 昭 洋        ２番 高 橋 達 也 

    ３番 大 藤 克 紀        ４番 岩 本 富美男 

    ５番 中 野 ゆかり        ６番 平 尾 節 世 

    ７番 岸 本 眞一郎        ８番 徳 永 英太郎 

    ９番 石 谷 政 輝       １０番 酒 本 敏 興 

   １１番 南     肇       １２番 谷 口 雅 人 

 

１．会議に欠席した議員（なし） 

 

１．会議に出席した説明員（１７名） 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   病 院 事 業 管 理 者   安 藤 嘉 美 

   総 務 課 長   葉 狩 一 樹 

   企 画 課 長   岡 田 光 弘 

   税 務 住 民 課 長   矢 部   整 

   教 育 課 長   西 沖 和 己 

   地 域 整 備 課 長   安 藤 充 憲 

   山 村 再 生 課 長   上 月 光 則 

   地 籍 調 査 課 長   草 刈 英 人 

   福 祉 課 長   國 政 昭 子 

   税務住民課参事兼水道課長   藤 森 啓 次 

   福 祉 課 参 事   江 口 礼 子 

   福 祉 課 参 事   小 谷 いず美 

   会 計 課 長   寺 坂 英 之 

   病 院 事 務 次 長   寺 谷 和 幸 



－４－ 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   河 村 実 則 

   書 記   山 田 憲 昭 

 

開 会 午前１０時０５分 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。定数に達してお

りますので、ただいまから平成２６年第４回智頭町議会定例会を開きます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付しております。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、９番、石谷政輝議員、

１０番、酒本敏興議員を指名します。 

 

日程第２．会期の決定 

 

○議長（谷口雅人）  会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月１８日までの９日間としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から１２月１８日までの９日間と決定しまし

た。 

 

日程第３．諸般の報告 
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○議長（谷口雅人）  日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、地方自治法第２３５条の２の規定に基づき、平成２６年１１月

分の例月出納検査報告書が提出されました。お手元に写しを配付しておりますの

で、ご承知ください。 

  次に、お手元に配付のとおり、議員派遣及び委員会派遣についての結果報告書

が提出されておりますので、ご報告いたします。 

  次に、今期定例会の説明員につきましては、１２月３日付をもって、町長並び

に教育長に出席の要求をしております。 

  次に、前臨時会以降、議長等の動静につきましては、お手元に配付しておりま

すので、後ほどごらんいただき、議会活動、また議員活動に資していただければ

と思っております。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

  日程第４．議案第９６号から日程第１８．議案第１１０号まで  １５議案 

  一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第４、議案第９６号 専決処分についてから日程第１

８、議案第１１０号 字の区域の変更についてまでの１５議案を一括して議題と

します。 

  なお、本日は、議案に対する質疑のみとします。 

  それでは、町長に提案理由の説明を求めます。 

  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  本日、ここに第４回定例町議会を招集しましたところ、

議員各位には、ご多忙のところご出席いただき、まことにありがとうございます。 

  今期定例会に提案しました諸議案の審議をいただくに当たり、その概要を説明

します。 

  まず、議案第９６号は、平成２６年度一般会計補正予算の専決処分についてで

あります。１２月１４日執行の衆議院議員総選挙に係る補正を行ったものであり

ます。 

  次に、議案第９７号から議案第１０１号までは、補正予算についてであります。 

  議案第９７号 平成２６年度智頭町一般会計補正予算について、主なものを説
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明します。 

  総務費の一般管理費では、児童手当等の職員手当及び共済費の実績に伴う調整

を、財政管理費では、町有地内農業用水路転落防止柵及び智頭テクノパーク内の

転落防止柵設置に伴う経費をそれぞれ計上しています。 

  まちづくり推進費では、本町が新たに募集する地域おこし協力隊員の募集に要

する経費を、水力発電周辺整備事業では、芦津集落簡易水道水源地配管修繕工事

の増額をしています。 

  また、移住定住促進事業では、定住促進対策費補助金の増額を、地域情報化推

進事業では、智頭テクノパークでの進出企業に対応するため、光ケーブルの新設

を行うために要する経費を計上しております。 

  地域活性化推進費の空き校舎活用推進事業では、旧那岐保育園の有効活用とし

て、水道、電気設備及び屋根修繕に要する経費を、諸費では、国庫補助金及び県

補助金額の確定による障害者自立支援給付費、生活保護費等の返納金をそれぞれ

計上しています。 

  民生費の社会福祉総務費では、高齢者等移送サービス事業の見込み増に伴う増

額のほか、保険給付費の見込み増に伴う国民健康保険事業特別会計への繰出金を

それぞれ計上しています。 

  老人福祉費では、老人保護措置入所者の増に伴う委託料の増額のほか、介護保

険特別会計への繰出金をそれぞれ措置しています。 

  後期高齢者医療事務事業では、平成２５年度療養費負担金の確定による負担金

の増額を、特別医療費では、特別医療助成費の見込み増に伴う経費をそれぞれ措

置しています。 

  児童福祉費では、障害児福祉サービス利用者の増に伴う扶助費の増額を、生活

保護扶助費では、医療扶助対象者の増加が見込まれることから、扶助費の増額を

それぞれ措置しています。 

  農林水産業費の農業振興費では、智頭町農業団地センター生産加工室の備品交

換に係る経費を、鳥獣等被害防止事業では、東部地区１市４町で取り組んでいる

鳥取県東部地域射撃場整備に伴う負担金をそれぞれ計上しています。 

  また、地域農業振興プラン支援事業では、水稲いもち病の緊急防除に要する経

費の一部を、農地中間管理事業では機構集積協力金を、農業集落排水費では、農

業集落排水事業特別会計への繰出金をそれぞれ措置しています。 
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  土木費の道路維持費では、道路台帳修正業務委託料の増額を、ふるさと土木整

備事業では、事業費の増額をそれぞれ措置しています。 

  また、下水道事業費では、公共下水道事業特別会計への繰出金の増額を、住宅

管理事業では、改良住宅明け渡し訴訟に伴う経費をそれぞれ措置しています。 

  消防費の非常備消防費では、退職消防隊員の増に伴い、退職報償金を増額して

います。 

  教育費の小学校費では、旧小学校の利活用が活発化したことに伴う電気代の増

額をしています。 

  社会教育費の中央公民館管理事業では、総合センター大集会室の冷暖房設備の

修繕に要する経費を、地区公民館費では、土師地区公民館の暖房設備及び富沢地

区公民館の排煙装置の修繕に要する経費をそれぞれ措置しています。 

  また、石谷邸保存活用整備事業では、去る１１月１日に秋篠宮妃殿下、佳子内

親王殿下の石谷家住宅お成りに伴う経費を計上しています。 

  保健体育費では、智頭温水プール機械室屋上ルーバーが破損しており、これの

撤去に要する経費を計上しています。 

  以上、今回の一般会計補正予算額は１億５５８万６,０００円であり、補正後

の予算総額は８０億５,２６４万３,０００円となります。 

  議案第９８号 智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算は、保険給付費の見

込み増に伴う経費を計上しています。 

  議案第９９号 智頭町公共下水道事業特別会計補正予算は、マンホールポンプ

等の電気代及び智頭テクノパーク下水道布設工事設計監理委託料の増額をそれぞ

れ計上しています。 

  議案第１００号 智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算は、マンホールポ

ンプ等の電気代を増額しています。 

  議案第１０１号 智頭町介護保険事業特別会計補正予算は、介護保険制度改正

に伴うシステム改修に要する経費、保険給付費等の見込みに伴う調整のほか、平

成２５年度介護給付費等負担金の国・県補助金の精算に係る返納金をそれぞれ措

置しています。 

  次に、条例案件につきまして説明します。 

  議案第１０２号 智頭町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定につきましては、平成２７年４月１日から、子ども・子育て
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支援新制度が施行されることに伴い、国の基準を踏まえ、本町の家庭的保育事業

の設備及び運営に関する基準を定めるものです。 

  議案第１０３号 智頭町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定につきましては、平成２７年４月１日から、子ども・子育て支援新

制度を施行されることに伴い、国の基準を踏まえて、本町の家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定めるものです。 

  議案第１０４号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正につきましては、寄付金

の使途について選択できるよう、所要の改正を行うものです。 

  議案第１０５号 智頭町消防団本町分団屯所の設置及び管理に関する条例の一

部改正につきましては、智頭町消防団本町分団屯所の管理運営について、指定管

理者制度に基づく指定管理者に行わせることができるよう改正を行うものです。 

  議案第１０６号 智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例の一部改

正につきましては、智頭町立那岐保育園の廃止に伴い、改正を行うものです。 

  議案第１０７号 智頭町特定教育・保育施設の運営に関する基準を定める条例

の一部改正につきましては、平成２７年４月１日から子ども・子育て支援新制度

が施行されることに伴い、地域型保育給付の対象となる特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定めるため、改正を行うものです。 

  議案第１０８号 智頭町国民健康保険条例の一部改正につきましては、健康保

険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、出産育児一時金の支給額の改

正を行うものです。 

  議案第１０９号 鳥取市と智頭町との定住自立圏の形成に関する協定の変更に

つきましては、平成２２年３月２９日に締結した定住自立圏の形成に関する協定

について一部変更するものです。 

  議案第１１０号 字の区域の変更につきましては、奥本地内の地籍調査事業に

伴い、奥本地内の字の区域を一部変更するものです。 

  以上、本会議に提案しました諸議案の概要を説明申し上げました。詳細につい

ては主管課長及び担当者をもって説明させますので、よろしく審議いただきます

ようお願いしまして、簡単ではありますが、説明を終わります。 

○議長（谷口雅人）  提案理由の説明は終わりました。 

  これから、日程第４、議案第９６号から日程第１８、議案第１１０号までの１

５議案の質疑を行います。 
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  質疑は、会議規則第５５条の規定により、一問一答で行います。 

  なお、発言時間について、会議規則第５６条の規定により、議長において制限

を設けることがあります。ご承知ください。 

  また、質疑に当たりましては、必ずページ数を示してください。 

  日程第４、議案第９６号 専決処分についての補足説明を求めます。 

  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  そういたしますと、お手元に配付いたしております専

決処分書をごらんいただきたいと思います。 

  議案第９６号 専決処分について。１ページをごらんいただきたいと思います。

平成２６年の智頭町一般会計補正予算（第５号）であります。平成２６年１１月

２４日付で専決処分をいたしております。歳入歳出それぞれ７８７万２,０００

円を追加するものでございます。 

  ７ページをごらんいただきたいと思います。第４７回衆議院議員総選挙に係る

経費といたしまして、期日前投開票に要します報酬、それから職員手当、消耗品、

役務費、郵便代及びポスター掲示場設置委託料等措置をいたしております。 

  財源といたしましては、６ページをごらんいただきたいと思いますが、県委託

金、それに町費として繰越金をもって措置いたしております。以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第５、議案第９７号 平成２６年度智頭町一般会計補正予算（第６号）を

議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  それでは、補正予算の説明をさせていただきます。 

  議案第９７号 平成２６年度智頭町一般会計補正予算（第６号）。前もって配

付いたしております平成２６年度１２月補正予算の概要書をごらんいただきたい

と思います。これをもとに説明をさせていただきたいと思います。表の左端の数

字は補正予算書のページでございますので、補正予算書もあわせてごらんいただ
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きたいと思います。 

  まず、概要書は１ページでございます。補正予算書は１２ページからでござい

ます。一般管理費では、先ほど町長の提案理由にもありましたが、児童手当等の

実績増に伴う職員手当の増額を、また共済費では、追加費用の額の確定に伴いま

す減額の措置を、委託料にありましては、番号制度の移行に伴います電算システ

ムの改修の経費をそれぞれ措置いたしております。 

  それから、財産管理費につきましては、これも提案理由にもありましたが、し

っかり守る農林基盤交付金を活用して、町有地内の農業用水路転落防止柵を、ま

た智頭テクノパーク内の転落防止柵設置工事に要します経費をそれぞれ措置いた

しております。 

  次に、まちづくり推進費でありますが、これも先ほど提案理由にもありました

が、地域おこし協力隊員募集に要する旅費及び委託料を、また水力発電周辺地域

整備事業では、芦津簡易水道水源地配管修繕工事費の増額を、移住定住促進事業

では、住宅支援事業費補助金の増額を、さらには地域情報化推進事業として智頭

テクノパークへの光ケーブル新設手数料をそれぞれ措置をいたしております。 

  次に、補正予算書では１３ページでございます。地域活性化推進事業の空き校

舎等利活用推進事業につきましては、提案理由にもありましたが、旧那岐保育園

への企業誘致に係る施設の改修の経費として空き校舎等利活用実践事業補助金と

して措置いたしております。 

  また、諸費につきましては、国県補助金額の確定によります障害者自立支援給

付費、生活保護等の返還金をそれぞれ措置いたしております。 

  同じく１３ページでございます。農林業センサスにつきましては、県委託金の

内示額により事業費の調整を、社会福祉総務費では、これも提案理由にもありま

したが、高齢者等移送サービス事業補助金としてタクシー助成金の増額を措置い

たしております。 

  補正予算書は１４ページをごらんください。概要書は、同じく１ページでござ

います。社会福祉総務費の繰出金につきましては、国民健康保険事業特別会計へ

の繰出金の増額を、老人福祉費では、入所者等に伴います老人保護措置、委託料

の増額のほか、後期高齢者医療広域連合負担金及び介護保険事業特別会計への繰

出金をそれぞれ増額措置しております。 

  予算概要書では２ページでございます。特別医療費につきましては、提案理由
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にもありましたが、実績見込みに伴います特別医療費の増額を措置しております。 

  次に、補正予算書では１４ページから１５ページにわたります。保育園費につ

きましては、諏訪保育園、あたご保育園、それぞれの実績見込みに伴います経費

の調整を行っております。児童館費では、職員の産休代替臨時職員に係る賃金を

措置しております。障害児通所給付費等につきましては、これも提案理由にもあ

りました障害児福祉サービスの利用者増に伴います扶助費の増額を、生活保護扶

助費では、医療扶助対象者の増加によります扶助費の増額をそれぞれ措置してお

ります。 

  次に、補正予算書では１６ページでございます。農業振興費につきましては、

これも提案理由にもありましたが、農業団地センター湯沸器の交換に要します経

費を、鳥獣等被害防止施設事業では、鳥取県東部地域射撃場整備に要する本町の

負担金を措置しております。地域農業振興プラン支援事業では、これも提案理由

にありましたが、水稲いもち病の緊急防除に要する経費の一部の助成を、また農

地中間管理事業では、機構集積協力金を措置いたしております。また、地籍調査

事業では、事業費の調整を、農業集落排水費では、農業集落排水事業特別会計へ

の繰出金としてマンホールポンプ等の電気代の増額に要する経費を措置いたして

おります。 

  それから、概要書は３ページでございます。補正予算書につきましては１６ペ

ージから１７ページでございます。林業振興費につきましては、低コスト林業機

械リース支援補助金の補助率改正に伴います減額措置を、また森林セラピー事業

及び木の宿場プロジェクト事業につきましては、それぞれ事業費の組み替えを行

っております。 

  次に、補正予算書１８ページをごらんいただきたいと思います。これも提案理

由にもありましたが、道路維持費につきましては、対象路線の増に伴います道路

台帳の修正業務委託料の増額を、ふるさと整備土木費では、事業費の増額を、道

路新設改良費では、県土木事業負担金の実績に伴います減額をそれぞれ措置いた

しております。 

  同じく１８ページでございます。下水道事業費につきましては、公共下水道事

業特別会計繰出金として智頭テクノパーク下水道布設測量設計業務に要する経費

を繰り出しを措置いたしております。 

  また、町営住宅管理事業につきましては、これも提案理由にもありましたが、
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改良住宅明け渡し訴訟に伴い、撤去に要する経費等を措置いたしております。 

  同じく１８ページでございます。非常備消防費につきましては、消防団の退職

者の増に伴います報償金の増額を措置いたしております。 

  それから、補正予算書１９ページでございます。教育費、事務局費では、県立

養護学校通学費について、事業者への直接補助へと変更になったことによります

委託料の減額を行っております。国際交流事業では、韓国楊口郡中学生との交流

事業の実績に伴います、それぞれの費目の減額の措置を、特別支援教育総合推進

事業では、特別支援コーディネーターに係る賃金の増額をそれぞれ措置いたして

おります。 

  また、学校管理費におきましては、提案理由にもありましたが、旧小学校の電

気代の増額による措置を行っております。 

  それから、概要書は４ページでございます。補正予算書は２０ページでござい

ます。中央公民館管理事業につきましては、総合センター大集会室の冷暖房設備

の修繕を、地区公民館費では、土師地区公民館の冷暖房設備の修繕及び富沢地区

公民館の排煙装置の修繕に要する経費をそれぞれ措置いたしております。 

  また、石谷邸保存活用整備事業につきましては、これも提案理由にもありまし

たが、去る１１月１日、秋篠宮妃殿下（内親王殿下）のお成りに伴います経費と

して、負担金を措置いたしております。 

  体育施設費では、温水プール控室の屋上ルーバーの撤去に要する経費をそれぞ

れ措置いたしております。 

  以上、一般会計合計１億５５８万６,０００円の補正となっております。 

  財源といたしましては、補正予算書２ページにありますとおり、分担金及び負

担金から国庫支出金、それから県支出金、繰入金、繰越金、諸収入及び町債をも

って措置いたしております。以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  この議案に対する質疑は、歳入と歳出の款ごと、総務費から民生費、衛生費か

ら土木費、消防費から教育費の４区分に分けて行います。 

  まず、歳出の総務費から民生費の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、岸本議員。 
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○７番（岸本眞一郎）  財産管理費で転落防止ということで、農業用水路の分は

よくわかるんですが、テクノパークの分については、どういうふうについて、こ

れは転落防止柵を設置するような計画なんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  現在整備をされております福祉施設が建設中でござい

ますが、あのいわゆる下の段全域３６０メートルにわたり、法面のところに転落

防止柵を設置する分になります。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  本来なら土地の所有者が自分の事業をするなり管理する

なりで、そういった危険に対する対応というのは本来は土地の所有者がするもの

だと思うんですが、これについても町がするという理由ですね、そこら辺はどう

でしょうか。 

○議長（谷口雅人）  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  もともと町有地でございまして、福祉施設は確かに用

地として売ったところでございますが、残った部分もございます。もともとは町

がまず転落防止柵をして、そこに企業等々が入ってくるものということで考えて

おりましたので、この時期になりましたが、１２月の補正ということで、あくま

でも町が実施主体となって転落防止柵をするということでの計上でございます。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  特にテクノパークの法面については全部町が転落防止柵

を設置してから、今の答弁では、本来なら先に設置をしてから分譲するべきだと

いうような趣旨だったんですが、これからもそういう趣旨でいくと、法面につい

ては全部防止柵を設置するという考えなんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  そのとおりでございます。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  仮にここの部分の７０７番の地、テクノパークの部分に

ついては事業費は幾らでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  ５００万円でございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 
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  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  空き校舎利活用で、今回、企業誘致という視点だという

ことですが、今回は企業と例えば個人事業ですね、そこら辺の区分というのがあ

ると思うんですが、今回は法人化された企業とか、そういうものなんでしょうか。

そこら辺はどうでしょう。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  空き校舎につきましては、従前から町長も申しており

ますとおり、地域の主体的な取り組みによって空き校舎の利活用を図るというふ

うな基本的なスタンスがございます。今回の那岐地区につきましての補正案件に

つきましては、地域のほうでの企業誘致ということでの申し出がございましたの

で、地域の申し出を受けて、町のほうでそれを支援するということでございまし

て、その地域が主体的にどのような利活用を図るかということを考えていただく

ということでございますので、そこに法人格を持った方が入られる、あるいは個

人の資格で入られるということは地域のほうで判断をいただくという認識でござ

います。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  町としては、企業誘致だから空き校舎利活用で修繕しま

しょうというスタンスだと思うんですが、今言ったように、企業誘致という申請

が地域から出たので、町としては、そこに入るのが個人業者でも別に構わないん

だという考えなんでしょうか。そこら辺でいうと、企業誘致という考え方につい

て何かちょっとおかしな、家族経営、個人経営でも町としては支援していくとい

うことになると思うんですが、そこら辺の線引きというものはないでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  今回の案件につきましては、町としましても、ある一

定の雇用が見込まれ、地域に対する経済的な波及も見込まれるということが合致

した案件だということで認識しておりますので、それぞれ地域のほうで決められ

ました案件につきまして、町がそれを判断して、智頭町全体にとって有効である

かどうかという判断をしていくものであると認識をしております。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  今回は地域から申請があったということですが、例えば

町のほうに直接個人の事業者が来たときに、町としては同じようにそういう企業
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誘致という立場で支援するのか、そこら辺についての町としての考え方はどうな

んでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  情報として町のほうに申し出があるというケースもご

ざいます。その場合は、町としましては、そのケースを町内にある候補地にご紹

介をしまして、それぞれの地域で判断をいただくと。今回、小学校の利活用につ

きましては、あくまでも地域主体の判断であるということでございまして、情報

として町にいただいたものにつきましては、地域のほうにもご紹介し、企業のほ

うからの申し出につきましても、智頭町内にこういうような候補の案件がありま

すよという情報はお互いに流させていただくというスタンスでございます。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  私は、今質問してる大きな趣旨は、法人格を持ったもの

であれば企業誘致というのは誰が見てもわかるんですが、例えば家族経営、個人

事業者であっても、町としては企業誘致という判断で支援していくのかどうか、

そこら辺の線引きはあるのかないのかということなんです。町としては、その

時々によって判断するんだというスタンスなのか、そこら辺はどうなんでしょう

か。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  現在、経済情勢に鑑みまして、企業といえども、いろ

いろな経済情勢の中で好調なときもあれば不調なときもあるという時代でござい

ます。国全体の流れの中で、企業と申しましても、その地で小さなところから始

めて起こす企業というような視点も重要という認識でおりますので、それが個人

事業者でありましても、その地で雇用を生んだり、地域の経済に大きく寄与する

という判断のもとでは、それも智頭町での企業誘致の形態の一つであろうという

判断でおります。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  これから町がどういう判断でするかわかりませんが、議

会としては、その時々にこういう判断と言われても、なかなかわかりにくいので、

やはり企業誘致の線引きという、ある程度の基準というものが必要ではないかと

思うんです。ですから、何か個人でやって、雇用が１人か２人生まれるから支援

しましょうというような話になるのか、そこら辺はしっかりしていかないと、今
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回の企業誘致といっても中身がまだわかりませんね、議会のほうには具体的にそ

の状況が報告されてませんが。じゃあ、今回の誘致しようとしてるところの規模

ですね、人数的なもの、それはどうなんでしょう。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  今回の案件につきましては、これから来年の４月の開

業に向けて準備をされるということで、当面は数名で始められるということであ

りますけども、そのうち拡大をして地域からの雇用も見込まれるということであ

りまして、一つの見方としましては、まず地域の方がそれを受け入れてもらえる

ということが一つの基準になろうかと思います。幾ら町のほうでこういうふうな

のはどうだろうかと申しましても、地域のほうでそれはマッチしないというふう

な判断をされますと、それを町のほうで強力に推し進めていくということはでき

ないものと考えておりますので、町のほうとしては、アンテナを高くして、いろ

んな企業の誘致を図っていく。それが個人事業者であっても、智頭町の中である

一定の雇用を生んだり、経済的な波及を生むということを判断すれば、地域のほ

うにもお流ししていくということでございますので、明らかにここが基準だよと

いうことは、なかなか数値なり言葉では持ちませんが、そのあたりは地域ともよ

く相談をさせていただいて、その時々に判断をさせていただくという形になろう

かと思います。 

○議長（谷口雅人）  ５番、中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  同じく旧那岐保育園の件に関してですが、金額が１,２

００万円ということで高額であります。電気、水道、屋根に修繕するんですよと

いうことだけではちょっと大ざっぱ過ぎますので、できれば内訳のようなものを

今すぐじゃなくて構いませんので、この定例会中に情報提供をお願いしたいと思

います。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  今回、補正予算として計上をさせていただいておりま

す内容の内訳でございますが、老朽化に伴います屋根ですね、これが漏水等がご

ざいますので、それが約４９０万円。それから水道設備。水道の接続に関する部

分が６１３万円。それと電気設備が停止しておりますので、電気整備部分が１０

７万円という内訳でございます。 

○議長（谷口雅人）  ５番、中野議員。 
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○５番（中野ゆかり）  同じく旧那岐保育園の件ですが、その財源としましては、

その他となっておりますが、具体的にどういうところからの財源でしょうか。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  財源としましては、地域活性化基金の繰入金を充当す

ると想定しております。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  今、中野議員の質問の中で、事業の内訳で水道の接続に

６００万円という話なんでしたが、これはもう既に水道というのは接続は当然さ

れてると思うんですけど、これはどういう、水道関連で６００万円要るというの

は、どういうことをやるというふうに。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  那岐保育園の休園に伴いまして水道の設備が停止をし

ておりましたので、今回の企業誘致にあわせて、この施設の利用形態等々を勘案

して、宅内の配管等を見積もりをした結果の金額でございます。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  誘致企業が自分のところの事業形態にあわせて配管をす

るというのは、本来は事業者がやるべきものですね。町としては、水道メーター

まで、ある程度きちんとすれば、町の責任はそこでおしまいだというぐあいに思

うんですが、そこら辺の事業の形態にあわせて配管を新しくするんだという話は

何か少し、町としてはそこまでする必要がないのではないかなという気がするん

ですが。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  そのあたりの判断でございますけども、この施設を有

効利用するということに当たっての最低限の条件整備は町のほうでするべきであ

ろうという基準で考えております。屋根は雨漏りが、この企業にかかわらず、ど

ういう業種の企業が入ったとしても最低限要るであろうと、必要であろうという

部分につきましては、町の方で行う。それから、個別の企業が自分の、そこで事

業を展開する上においての整備は、それぞれの事業者さんに行っていただくとい

うことでございまして、今回の電気整備、水道整備、屋根のふきかえ等につきま

しては、どのような事業者が入られたとしても必要であろうという部分について
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の整備を町で行う、そういう考え方でございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

  ５番、中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  １２ページのまちづくり推進費、役務費の手数料が約４

００万ですけど、ちょっと高額かなと思うので、ちょっと内訳を教えて下さい。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  まちづくり推進費の役務費の件でございますけども、

こちらにつきましては、智頭テクノパークへの光の新設。これは規模としては２

０芯を予定しております。今回の智頭テクノパークの利活用につきまして、新た

な新線の敷設が必要だということで、具体的な内容としましては、現在、智頭の

町中にあります智頭センターの設備から幹線として三田までの距離２,０９７メ

ートル、それから三田から今度テクノパークへの引き込み５５２メートル、ここ

への光の新たな新設ということで、その中の４２３万２,０００円がその手数料

の金額でございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  次に、衛生費から土木費の質疑を行います。質疑ありませんか。 

  １番、大河原議員。 

○１番（大河原昭洋）  土木費で住宅管理費ということで、住宅改良明け渡し訴

訟という経費がこれに計上されてるようですけれども、この訴訟というのを詳し

く説明していただきたいんですけども、よろしくお願いします。 

○議長（谷口雅人）  矢部税務住民課長。 

○税務住民課長（矢部 整）  失礼します。沖代地内に改良住宅があるわけです

が、そちらの１戸につきまして、多分２年間ほど空き家というんか、行方不明と

いうか、おられない状態が続いておりまして、当然家賃も入ってこない、住んで

もおられない、電気もとまっておるというような状況で、本来であれば、連絡が

つけば退居ということで撤去するんですが、連絡がつかないということもあって、

裁判所のほうに明け渡し訴訟ということの訴訟を提起しております。これは当初

予算のほうに計上して既に計画しておりましたが、これが裁判所のほうの判決が

出まして、その結果によって明け渡しの執行を行ったということです。当然相手
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の方が行方不明ということですので、裁判官による執行ということになりました

ために、その明け渡しで執行ということが決定しております。このたびは、それ

に係る、入っておられた方の荷物と、家財の撤去と、それから裁判費用というも

のの経費を計上しておるというところであります。以上です。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  次に、消防費から教育費を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  小学校管理事業費の光熱水費、これは空き校舎ですが、

本来空き校舎の光熱水費については町が基本的な部分ですね、ここら辺は持つが、

あとの分については利用者が負担をしていくんだということで、以前、同じよう

な質問をしてたんですが、そこら辺の考え方というのは教育課としてはどのよう

にお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  年々空き校舎の利活用も盛んになってまいりました。

その中には、空き教室を使って入居しておる企業もあるわけでございます。ただ、

全ての学校、旧校舎がそうであるかというと、その状況はまちまちでございまし

て、まずは年間を通し、あるいはそれぞれの時期時期において消費していく光熱

水費あるいはそれに関係するもの、これらの推移を統計的に今まとめている最中

でございます。少なくとも２６年度あるいはその前年度の平均というようなもの

がどの程度実績で上がってくるのか。それも踏まえて、今後、相手方といいます

か、入居のしているそれぞれの団体、組織等に対して維持費、管理費、これらの

分担をしていこうという考え方を現在持っておるところです。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  本来この空き校舎を利活用するときに、今の教育長、当

時の課長のときには、はっきりと小学校の光熱水費については基本料金部分は町

が負担するが、あとの分については受益者、利用者がしていくんだと。私は、そ

れは当然今の空き校舎の利活用についても振興協議会というような形で、みずか

ら自分たちも汗を流す、負担をしていくという考え方のもとに私はやっている形
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態だと思っておりますので、そこら辺を運営が苦しいから町が全部そういう光熱

水費まで負担していくんだという考え方では、私はおかしいのではないかなと。

今言ったように、初めから使うときには、そういうような約束的なものは当然し

ているのではないかなという気がするんですが、それがいまだにこれは今町が全

部されてるというような現状ですので、そこら辺を今後、今、西沖課長が言った

ように、現状を見て、その負担について今後改めて利用者と交渉していくのか、

そこら辺はどうなんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  議員おっしゃいましたように、基本的にはそういう考

え方で臨もうとしております。したがいまして、繰り返すようですけども、現在

そのデータ、実績というものをまとめております。それらを踏まえて、２７年度

の中でどのように割り振っていくのか、そういう協議の資料、これを整えておる

ところでございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

  ８番、徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  １８ページの非常備消防費なんですけども、消防団の退

職報償金のことなんですけども、金額的に見ると、かなりの方が退職されるとい

うことですけども、何名ぐらい退職を見込んでおられるんですか。 

○議長（谷口雅人）  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  予定しておりました２５人でしたが、最終的には４０

人の退団でございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  次に、歳入を一括して質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  最後に、再度一般会計全般にわたっての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、岸本議員。 



－２１－ 

○７番（岸本眞一郎）  本当に児童館が今、正規職員が産休のために、今度臨時

職員ということなんですが、臨時職員が２人ということで、子どもを預かる町と

して、そこら辺の責任の分担のとり方ですね、そこら辺がちょっと心配なのです

が、これは一時的に３月末までの対応で、新年度からは１人は正職員を配置する

というような考え方に立つのか。産休ということになれば、多分１年は休むと思

うんですが、このまま２人とも臨時職員でやっていくのか。そこら辺については、

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  ３月までは、当面今の人数で臨時職員体制ということ

で考えておりますが、４月以降は職員配置等を検討いたしております。また、施

設の管理部分において臨時職員２名体制ということでありますので、総務課の人

権・同和政策室長、または隣保館の館長補佐等々に施設の巡回といいますか、事

業の協力のほうを推進するようにいたしております。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから、日程第６、議案第９８号 平成２６年度智頭町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  國政福祉課長。 

○福祉課長（國政昭子）  議案第９８号 平成２６年度智頭町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）。 

  ２４ページをごらんください。歳入歳出の総額にそれぞれ６,７９１万２,００

０円を追加し、総額を１０億３６４万５,０００円とするものです。 

  歳出につきましては、３０ページからごらんください。総務費につきましては、

平成２７年１月からの７０歳未満の者の自己負担限度額の見直しに伴うシステム

改修に係る費用及び職員の時間外に係る経費を、保険給付費につきましては、見

込み増に伴う経費を、後期高齢者支援金等につきましては、金額の確定による不

足分を、介護納付金につきましては、財政調整交付金の確定による財源を振りか

えるものです。償還金につきましては、平成２５年度の療養給付費等負担金の確

定に伴う国庫支出金の返還金を計上しております。 
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  歳入につきましては、２９ページをごらんください。国庫支出金交付金、一般

会計繰入金をもって措置しております。以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第７、議案第９９号 平成２６年度智頭町公共下水道事業特別

会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  矢部税務住民課長。 

○税務住民課長（矢部 整）  議案第９９号 平成２６年度智頭町公共下水道事

業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  予算書の３４ページをごらんください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２０９万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億７,９１８

万６,０００円とします。 

  初めに、歳出について説明をさせていただきます。３０ページをごらんくださ

い。公共下水道費の一般管理費では、処理場及びポンプ場の電気代の増によりま

して、光熱水費を増額するものであります。公共下水道整備費では、提案理由の

ほうにもありましたが、智頭テクノパークの下水道布設工事の設計監理委託料に

つきまして、工事内容の変更に伴い、増額するものであります。 

  歳入につきましては、３９ページのとおり、一般会計からの繰入金をもって措

置をしております。以上であります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第８、議案第１００号 平成２６年度智頭町農業集落排水事業

特別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 
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  矢部税務住民課長。 

○税務住民課長（矢部 整）  議案第１００号 平成２６年度智頭町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

  予算書の４２ページをごらんください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１３１万１,０００円を追加し、総額をそれぞれ３億９,０４８万４,０００円

とします。 

  それでは、歳出についての説明をさせていただきます。４７ページをごらんく

ださい。農業集落排水事業費の一般管理費で、同じく処理場及びポンプ場の電気

代の増により光熱水費を増額するものでございます。 

  歳入につきましては、４６ページのとおり、一般会計の繰入金をもって措置し

ております。以上であります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第９、議案第１０１号 平成２６年度智頭町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  國政福祉課長。 

○福祉課長（國政昭子）  議案第１０１号 平成２６年度智頭町介護保険事業特

別会計補正予算（第４号）。 

  ４８ページをごらんください。歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,０５１万７,

０００円を追加し、１０億６,９９１万９,０００円とするものです。 

  歳出につきましては、５５ページをごらんください。総務費につきましては、

平成２７年度介護保険制度改正のうちの４月施行分に係るシステム改修費を、保

険給付費につきましては見込みによる調整を、償還金につきましては、平成２５

年度の国県負担金等の確定に伴う返還金を措置しております。 

  歳入につきましては、５３ページをごらんください。保険給付費につきまして

は、それぞれ国、県支払い基金、一般会計からの繰入金を、システム改修償還金

につきましては、繰越金をもって措置しております。以上でございます。 
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○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１０、議案第１０２号 智頭町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  議案書の１ページでございます。また、説明資料概要

の１ページをごらんいただきたいと思います。議案第１０２号 智頭町放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。 

  今回の改正理由でございますが、ご案内のように、平成２７年４月１日から子

ども・子育て新制度が施行されることになりました。これに伴っての国の基準を

踏まえまして、智頭町におけます放課後児童健全育成事業の設備と運営について

の基準を定めるものでございます。 

  概要でございますが、保護者の就労等によって家庭が留守になるという対象児

童と、保護者が安心して利用できるような放課後の居場所、これにふさわしい環

境を整備することとしております。それとあわせて、職員の資格でありますとか、

人数、施設の規模、設備、児童の集団の規模等について、国の基準を踏まえて智

頭町の基準を定める、そういう内容のものであります。 

  なお、施行期日は、平成２７年４月１日でございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ８番、徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  議案と直接関係あるかどうかわかりませんけども、町長

の提案理由の中で、４ページですけども、前段は放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準と言ってますけども、後段になって、本町の家庭的保育事

業の設備及び運営に関する基準というふうになって、これは１０３号と１０２号

と関連してきますけども、どちらが、町長の提案理由の説明はこの文言でよろし
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いですか。 

○議長（谷口雅人）  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  大変、提案理由のほうが間違っておりますので、ここ

で訂正をさせていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  よろしいですか。 

  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  再度、議案第１０２号は、前段では放課後児童健全育

成事業の設備及び運営ということで、後段の２行目、本町の「家庭的保育事業

等」というところは、「放課後児童健全育成事業」の誤りでございますので、修

正をさせていただきます。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  ２番、高橋議員。 

○２番（高橋達也）  これも後の１０３号、１０７号と関連するんですけれども、

町のホームページを以前のぞいてみましたら、この３案につきましてパブリック

コメントの募集がしてあるんです。１１月２１日までの期限で提出期限を求めて

おられて、結果はホームページで公表しますと書いてありますが、私の見方が悪

いのか、いまだよう探してないんです。もしおわかりでしたら、何かコメントが

住民の方から出ておったでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  議員おっしゃいますように、パブリックコメントをホ

ームページに掲載して求めております。期限内にコメントのほうは届いておりま

せん。ただし、では、該当がなかったからとこの場で掲載の有無については紹介

しておりませんけども、改めて該当がなかったということをご報告させていただ

きます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  この条例の分については、平たく言えば、これは町の放

課後児童クラブが対象だというように思うんですが、これは事業者について書い

ているんですが、ほかのところでは民間が事業者になって、この放課後児童クラ

ブを運営している場合もあるようですが、この辺は本町にとっては、これは事業
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者は町ですね。ちょっとそこら辺を確認したいんですが。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  放課後児童クラブにおきましては、町が運営しており

ます。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  条文の中にいろいろ、本来ならこれは民間だったら運営

に対して町が指導するということにしてるんですが、これは当然町が事業者だっ

たら内部で運営状況については、しっかりとチェックをしていくという体制だと

いうことですね。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  そのとおりであります。したがいまして、町でこの基

準に基づいて、施設設備、人員等について整えるということであります。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  じゃあ、この条例がないこれまでについては、どのよう

な基準でこの放課後児童クラブというものは運営していたのでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  従前も児童福祉法の中に基準が設けてありました。し

かし、このたび子ども・子育て支援というものが明確に打ち出されました。しか

も、それが平成２７年４月１日から施行されるのに当たりまして、智頭町として

の基準を設けるということで明らかにしたものです。従前は国の基準に基づいて

対応しておった、運営しておったということであります。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

  ５番、中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  この条例を制定されるに当たり、今度の子ども・子育て

会議の中では検討というのはされたんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  これまで回数を重ねて会議を開いてまいりました。そ

の中では、国の基準をもとに、智頭町としてどうあるべきなのか、あるいはこの

基準というのは智頭町の実態にマッチするのか、それぞれ条文を議員の皆さんに

お諮りしながら積み重ねてきた経緯があります。以上でございます。 
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○議長（谷口雅人）  ５番、中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  それでは、この国の基準を踏まえて、智頭の基準という

ことのどのような点を智頭の基準にしたのか、もしくは国の基準に全部智頭町も

そこでそのまま改制することなく、しているのか。そこのポイントですね、お願

いします。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  まず、現状の智頭町の保育所条例、それからもう一つ

は、新制度における国の基準、これらを重ね合わせて比較してみました。結論的

には、議員の皆さんからは、国の基準というものは智頭町の子育て支援あるいは

現状の保育所設置条例、これにかなうものだということで、異論はございません

でした。 

○議長（谷口雅人）  よろしいですか。 

  ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１１、議案第１０３号 智頭町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  ７ページであります。議案第１０３号 智頭町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。 

  資料概要の１ページをごらんください。これも子ども・子育て支援制度同様の

ことで、来年度からその制度が４月１日から施行されることに伴いまして、国の

基準を踏まえた智頭町の家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定めるもので

ございます。 

  新制度におきましては、智頭町におきまして家庭的保育事業等４点設けてござ

います。一つは家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問

型保育事業、これを行う上で、町長の認可が必要になります。その認可をするた

めの家庭的保育事業等の設備及び運営の基準について、国の基準を踏まえまして、

今回定めさせてもらうものであります。 

  施行日は、平成２７年４月１日でございます。以上であります。 
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○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  この家庭的保育という姿なんですが、以前から例えばあ

たごで乳幼児が急増して、本当にいっぱいいっぱいになってきておる。その中で、

あとは保育士の資格を持った方が個人の例えば家とか、いろんなところを活用し

て、５名ぐらいを預かるような仕組み、保育ママ制度みたいな、そういうものと

想定しているんですが、そこら辺はどうでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  そういう今、議員がおっしゃったようなメニューがこ

こで家庭的保育事業、そういうことに該当するものというふうに理解しておりま

す。以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

  ５番、中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  １４ページの第２７条の件に関してなんですけれども、

小規模保育事業がＡ、Ｂ、Ｃと分かれるわけです。それで、この事業の設置主体

に関しましては民間でも法人でも問わないと、国のほうは基準を定めてはいませ

んが、Ａ型、Ｂ型に関しましては、受け入れ体制の人数が最低６名から１９名と

いうことで、結構大きな、大規模な経営になるんではないかと想像します。そこ

で、私は、事業の継続性とか安定性を図られる必要性があると思うんですね。な

ので、そういう意味で、Ａ型、Ｂ型というのは法人に任せると。そこんところを

的確に位置づけたほうがいいのではないかと。そこのところの基準を設ける考え

はないでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  智頭町におきましては、今後の児童数あるいは出生数

と言ったほうがいいかもしれません。大幅な出生数が伸びるというふうには思っ

ておりません。したがいまして、今日的には公営公設といった保育所運営が基準

と考えております。現状におきましては、民間参入あるいは民間委託というよう

な考え方を持っておりませんので、この条例がふさわしいという理解をしておる

ところでございます。 
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○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  この条例の範疇に「森のようちえん」は当てはまるのか

どうか、そこら辺。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  森のようちえんは該当しないということでございます。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  それは幼稚園の教育だからなんですか、ここの保育では

ないのか、そこら辺の入らないという理由はどうなんですか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  教育法に定める幼稚園でもございませんし、それから

児童福祉法に定める、あるいは２７年度４月１日から施行される子ども・子育て

支援制度に該当する取り組みではない。いわゆる子育て支援制度の取り組みとい

う理解をしておりますので、今回の条例の中には該当するというものではありま

せん。以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１２、議案第１０４号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正

についてを議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  そういたしますと、議案書２４ページをごらんくださ

い。議案第１０４号 智頭町ふるさと基金条例の一部改正について。 

  改正条例は２５ページ、２６ページでございます。なお、説明資料概要は２ペ

ージでございます。これにつきましては、寄附金の使途を明確に定め、寄附者が

選択できるよう所要の改正を行うものでございます。 

  まず第１条の設置でございますが、目的として、寄附者の思いを実現するため

の事業の財源というふうなことで明記したものでございます。 

  第２条で、二つの項目が具体的な項目が選択できるというようなことで整備を

いたしました。 
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  ３条は、それの指定できる規定と、指定がない場合については、町長が事業を

指定するというようなことで整備いたしております。 

  ４条につきましては、基金の運用に当たっては、寄附者への配慮というような

ことで、本条例の整備をいたしました。 

  ５条以下は、条例の改正によります条文の整理をいたしたところでございます。 

  なお、施行期日は、平成２７年４月１日からということでございます。以上で

ございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１３、議案第１０５号 智頭町消防団本町分団屯所の設置及

び管理に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  議案書の２７ページでございます。議案第１０５号 

智頭町消防団本町分団屯所の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

  資料概要の２ページでございます。智頭町消防団本町分団屯所の管理運営を指

定管理者制度に基づく指定管理者に行わせるために、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

  概要といたしましては、本町分団の屯所を指定管理者が管理を行うものとする

ものであります。そして、指定管理を行う上で必要な開館時間及び休館日等に関

する規定の整備を行うものであります。以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  指定管理にするということですが、屯所の全体を指定管

理者が管理するということと、実際の消防団か消防活動をするというときのそこ

ら辺の役割分担的な系統的なものは、どのようにお考えでしょうか。 
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○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  あくまでも屯所でありますので、本来の用途というも

のは消防団活動が主体になるものであります。しかし、消防団活動の妨げになる

ような利用はしないと。これは、これまで町が管理をしておったときと同様であ

ります。２８ページです。第３条にそのことは明記しておりますので、一読願い

たいと思います。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

  １番、大河原議員。 

○１番（大河原昭洋）  この指定管理者制度に移行するということですけども、

これは新たに募集をかけるということでよろしいんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  そのとおりでございます。募集をかけて指定管理をす

るということであります。 

○議長（谷口雅人）  １番、大河原議員。 

○１番（大河原昭洋）  ５条のほうに、開館時間は１０時から５時というふうに

書かれておりますので、ということは、やはりこれは誰かが常駐を考えていらっ

しゃるということでよろしいんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  言葉が適切でなかったかもしれませんけども、今後、

石谷家住宅、これも指定管理に出します。それとセットで管理をする、指定管理

に出すという理解をいただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１４、議案第１０６号 智頭町児童福祉施設の設置及び管理

等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  議案書の３０ページでございます。議案第１０６号 

智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

  概要書の３ページをごらんください。智頭町立那岐保育園につきまして、児童
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福祉法に定めます児童福祉施設としての利用を廃止することに伴いまして、改正

を行うものであります。 

  概要といたしましては、企業誘致に伴いまして、児童福祉施設としての智頭町

立那岐保育園を廃止するものでございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  この中で、山形保育園も既に児童福祉はやってないわけ

です。このたび那岐だけ廃止するということの理由をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  山形保育園は、条例では休園扱いにしております。那

岐保育園につきましては、このたび企業誘致に伴いまして企業が活用するという

ことでございますので、保育園としての目的、児童福祉法から除外するというも

のでございます。 

○議長（谷口雅人）  よろしいですか。 

  ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１５、議案第１０７号 智頭町特定教育・保育施設の運営に

関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  ３２ページでございます。議案第１０７号 智頭町特

定教育・保育施設の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありま

す。 

  概要書の３ページであります。平成２７年４月１日から子ども・子育て支援制

度が施行されることに伴いまして、地域型保育給付の対象となる特定地域型保育

事業の運営に関する基準を加える改正を行います。 

  概要といたしましては、地域型保育給付費の支給に係る事業者に対しまして、

町長がこれは確認をするという地域型保育、これを行う事業者が遵守しなければ
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ならない運営に関する基準について、国の基準を踏まえて定めるものでございま

す。 

  施行日は、平成２７年の４月１日からでございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１６、議案第１０８号 智頭町国民健康保険条例の一部改正

についてを議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  國政福祉課長。 

○福祉課長（國政昭子）  議案第１０８号 智頭町国民健康保険条例の一部改正

について。 

  説明資料の４ページをごらんください。理由につきましては、健康保険法施行

令等の一部を改正する政令が施行となります。それに伴って、国民健康保険条例

も改正するものです。 

  概要といたしましては、出産育児一時金の支給額、これを現行３９万円とあり

ますが、これを４０万４,０００円と引き上げるものです。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１７、議案第１０９号 鳥取市と智頭町との定住自立圏の形

成に関する協定の変更についてを議題とします。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  議案第１０９号 鳥取市と智頭町との定住自立圏の形

成に関する協定の変更についてでございます。 

  議案書５０ページと概要書では４ページをごらんください。これにつきまして
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は、当初作成をしておりました定住自立圏構想の共生ビジョン、平成２１年度か

ら平成２６年度までの第１期のビジョンが今年度で終了することに伴いまして、

引き続き圏域全体の活性化を図るため、平成２７年度からの第２期鳥取・因幡定

住自立圏共生ビジョンの策定を詰める中で、第２期までに取り組んでまいりまし

た内容の協定内容につきまして追加及び改定が必要になったため、議決を求める

ものでございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  これは５年ごとに見直すということで、今回見直した主

な点ですね、前回より、こういうところを見直したというところがあると思うん

ですが、なかなか細かく、前回のほうに比較して見にくいんですが、所管のとこ

ろで主にこういうところが変わったというふうな説明がいただければありがたい

なと思うんですが、特に所管のほうで、こういうところが変わりましたというよ

うな特記的なところはないでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  岡田企画課長。 

○企画課長（岡田光弘）  まず最初に補足をさせていただきます。 

  現在までの第１期の共生ビジョンにつきましては、４５事業について取り組ん

でまいりました。それぞれの事業の充実を図りながら継続するということで、３

５事業につきましては、引き続き第２期のビジョンの中でも実施するということ

でございますし、今年度までに終了する事業１０事業、それから新たに追加する

事業２４事業を追加、拡充するということで、第２期の共生ビジョンに盛り込む

事業は全体で５９事業でございます。 

  そのうち、今回、協定の中に改定で結んでおります智頭町と鳥取市との１対１

の協定の中には、第２期で３７事業を盛り込んでおります。その中で、新規事業

として１９事業、継続事業として１４事業、変更・終了事業として４事業という

ことの内訳でございまして、引き続き分野としては、生活機能の強化にかかわる

政策分野、それから結びつきやネットワークの強化にかかわる政策分野、圏域マ

ネジメントの能力の強化にかかわる政策分野ということで、それぞれの分野ごと

に１１の部会で協議いただいて、そこからあがったものを新たな理論として盛り
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込むということでございまして、多岐の分野にかかわっておりますので、またそ

の変更、追加になりました事業につきましては、個別の事業につきましては一覧

で議員の皆様にはお渡しをしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから、日程第１８、議案第１１０号 字の区域の変更についてを議題とし

ます。 

  議案の補足説明をお願いします。 

  草刈地籍調査課長。 

○地籍調査課長（草刈英人）  議案第１１０号、５６ページをごらんください。 

  字の区域の変更について。これは昨年度実施した大字奥本地区の地籍調査の結

果、一部に地籍調査作業規程準則第２５条に定める都市の合併等の調査が必要な

ため、地形の実態に整合するよう字の区域変更を行うものです。 

  対象となる字及び土地の地番等につきましては、６１ページをごらんください。

以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

 

日程第１９．陳情について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１９、陳情についてを議題とします。 

  今期定例会において、本日までに受理した陳情は、お手元に配付しております

陳情文書表のとおりであり、所管の常任委員会に付託しましたので、報告します。 

  お諮りします。 

  各常任委員会審査等のため、１２月１２日から１２月１７日までの６日間を休

会したいと思います。 
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  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、１２月１２日から１２月１７日までの６日間を休会することに決定し

ました。 

  来る１２月１１日は午前９時から本会議を開き、一般質問を行います。 

  期間中は委員会等を開き、付託案件の審査をお願いします。 

  また、１２月１８日は本会議を開き、各委員会の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

 

散 会 午前１１時４３分 
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